
昭和二十六年政令第二百五十五号

道路運送車両法関係手数料令

内閣は、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第百二条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

（国又は協会に納める手数料）

第一条　道路運送車両法（以下「法」という。）第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

手数料を納付すべき者 金額

一　新規登録を申請する者 一両につき次に掲げる金額

一　完成検査終了証の提出（法第七条第四項の規定による申請書への記載をもって提出に代え

る場合を含む。）がある自動車　九百円（電子申請（情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報

処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。）による場合にあっては、五百円）

二　その他の自動車　七百円

二　変更登録、輸出抹消仮登録又は一時抹

消登録を申請する者

一両につき三百五十円

三　移転登録を申請する者 一両につき五百円

四　法第十八条の二の規定による登録識別

情報の通知を受ける者（法第十五条の二第

五項の一時抹消登録に係るものに限る。）

一両につき三百五十円

五　輸出予定届出証明書の交付を申請する

者

一両につき三百五十円

六　運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨

時運行の許可を申請する者

一両につき七百五十円

七　回送運行許可証の交付を申請する者 一枚につき許可の期間一月までごとに二千五十円（その額が五千円以上である場合であって、

その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

八　登録事項等証明書の交付を請求する者 一　自動車一両ごとに作成する証明書

イ　現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの　一件につき三百円

ロ　現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの　一件につき千

円（保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、

千円にその超える枚数一枚ごとに三百円を加算した額）

二　三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されてい

る事項のみに係るもの　一枚につき四百円

九　法第二十二条第三項の規定による請求

に係る登録情報の提供を受ける登録情報提

供機関

一件につき次に掲げる金額

一　自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であって、現在記

録ファイルに記録されている事項に係るもの　二百円

二　三十両（自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及

び住所を含まないものについては、六十両）以下の自動車について一括して作成する登録事項

等証明書一枚に記載される登録情報であって、現在記録ファイルに記録されている事項に係る

もの　二百円

十　自動車整備士の技能検定を申請する者 一件につき七千二百円（学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百

五十円）

十一　自動車検査証返納証明書の交付を申

請する者

一件につき三百五十円

十二　法第七十二条の三の規定による証明

書の交付を請求する者

一　自動車一両ごとに作成する証明書

イ　現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの　一件につき三百円

ロ　現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの　一件につき千

円（保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、

千円にその超える枚数一枚ごとに三百円を加算した額）

二　三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されてい

る事項のみに係るもの　一枚につき四百円

十三　自動車検査証の再交付を申請する者 一件につき三百五十円

十四　臨時検査合格標章、検査標章、自動

車予備検査証又は限定自動車検査証の再交

付を申請する者

一件につき三百円

十五　指定自動車整備事業の指定を申請す

る者

一件につき二万九千円

（国又は協会及び機構に納める手数料）

第二条　法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならな

い手数料の額は、一両につき四百円（大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円）とする。

手数料を納付

すべき者

金額

一　新規検査

を申請する者

一両につき次に掲げる金額

一　完成検査終了証の提出（法第五十九条第四項において準用する法第七条第四項の規定による申請書への記載をもって提

出に代える場合を含む。）がある自動車

イ　二輪の小型自動車　千四百円

ロ　二輪の小型自動車以外の自動車　千五百円（電子申請による場合にあっては、千三百円）
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二　登録識別情報（法第十六条第一項の申請（法第十五条の二第五項の規定により申請があったものとみなされる場合を含

む。）に基づく一時抹消登録に係るものに限る。以下「一時抹消登録識別情報」という。）の提供又は自動車検査証返納証明

書の提出と共に保安基準適合証の提出（法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を

含む。）がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出（法第九十四条の五の二第五項におい

て準用する法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）がある自動車　千三

百円

三　限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出（法第九十四条の五の二第五項において準用する法

第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）がない自動車に限る。）　千四百円

四　その他の自動車

イ　小型自動車　二千百円

ロ　検査対象軽自動車　千九百円

ハ　小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車　二千二百円

二　継続検査

を申請する者

一両につき次に掲げる金額

一　保安基準適合証の提出（法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）が

ある自動車

イ　二輪の小型自動車　千二百円

ロ　二輪の小型自動車以外の自動車　千四百円（電子申請による場合にあっては、千二百円）

二　限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出（法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九十四条

の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）がある自動車　千二百円

三　限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出（法第九十四条の五の二第五項において準用する法

第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）がない自動車に限る。）　千四百円

四　その他の自動車

イ　小型自動車及び検査対象軽自動車　千八百円

ロ　小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車　千九百円

三　構造等変

更検査を申請

する者

一両につき次に掲げる金額

一　小型自動車　二千百円

二　検査対象軽自動車　千九百円

三　小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車　二千二百円

四　予備検査

を申請する者

一両につき次に掲げる金額

一　一時抹消登録識別情報の提供又は自動車検査証返納証明書の提出と共に保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定

自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車　千三百円

二　限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。）　千四百円

三　その他の自動車

イ　小型自動車　二千百円

ロ　検査対象軽自動車　千九百円

ハ　小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車　二千二百円

（国及び機構に納める手数料）

第三条　法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなけ

ればならない手数料の額は、一両につき五百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

手数料を納付す

べき者

金額

一　新規検査を

申請する者

一両につき次に掲げる金額

一　限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出（法第九十四条の五の二第五項において準用する

法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）がない自動車に限る。）

イ　大型特殊自動車及び二輪の小型自動車　九百円

ロ　大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車　千三百円

二　その他の自動車

イ　普通自動車　二千百円

ロ　二輪の小型自動車以外の小型自動車　二千円

ハ　大型特殊自動車　千七百円

ニ　二輪の小型自動車　千六百円

二　継続検査を

申請する者

一両につき次に掲げる金額

一　限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出（法第九十四条の五の二第五項において準用する

法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。）がない自動車に限る。）

イ　大型特殊自動車及び二輪の小型自動車　九百円

ロ　大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車　千三百円

二　その他の自動車

イ　普通自動車　千八百円

ロ　二輪の小型自動車以外の小型自動車　千七百円

ハ　大型特殊自動車　千四百円

ニ　二輪の小型自動車　千三百円

三　構造等変更

検査を申請する

者

一両につき次に掲げる金額

一　普通自動車　二千百円

二　二輪の小型自動車以外の小型自動車　二千円

三　大型特殊自動車　千七百円
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四　二輪の小型自動車　千六百円

四　予備検査を

申請する者

一両につき次に掲げる金額

一　限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。）

イ　大型特殊自動車及び二輪の小型自動車　九百円

ロ　大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車　千三百円

二　その他の自動車

イ　普通自動車　二千百円

ロ　二輪の小型自動車以外の小型自動車　二千円

ハ　大型特殊自動車　千七百円

ニ　二輪の小型自動車　千六百円

２　法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりと

する。

手数料を納付すべき者 国に納めなければなら

ない手数料の額

機構に納めなければならない手数料の額

一　自動車の型式について

指定を申請する者

一件につき八万円 一件につき、自動車審査試験項目（自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合する

かどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項におい

て同じ。）のうち申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどう

かを審査するために必要なものの自動車審査試験項目別費用額（自動車審査試験項目ご

とに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。）の合計額

二　特定共通構造部の型式

について指定を申請する者

一件につき七万円 一件につき、特定共通構造部審査試験項目（特定共通構造部の構造、装置及び性能が保

安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。

以下この項において同じ。）のうち申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が

保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定共通構造部審査試験項

目別費用額（特定共通構造部審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土

交通省令で定める額をいう。）の合計額

三　特定装置の型式につい

て指定を申請する者

一件につき五万円 一件につき、特定装置審査試験項目（特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査す

るための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。）のうち

申請に係る特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定

装置審査試験項目別費用額（特定装置審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案

して国土交通省令で定める額をいう。）の合計額

四　法第九十九条の三第一

項の許可を申請する者

一件につき四万円 一件につき次に掲げる額の合計額

一　申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査に要す

る費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額

二　特定改造等自動車審査試験項目（特定改造等に係るプログラム等の改変により改造

された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国

土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この号において同じ。）のうち申請に係る

プログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合す

るかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額（特

定改造等自動車審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定

める額をいう。）の合計額

備考

一　その型式について法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けた特定共通構造部（同条第七項の規定により同条第一項の規定によ

る指定を受けたものとみなされるものを含む。）を有し、又はその型式について法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装

置（同条第八項の規定により同条第一項の規定による指定を受けたものとみなされるものを含む。次号において同じ。）を取り付けた自動

車の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、一の項下欄に定める額を減額する

ことができる。

二　その型式について法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請

する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、二の項下欄に定める額を減額することができる。

三　申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合することが明らかであることを示すものとして国土交通省令

で定める書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、四

の項下欄に定める額を減額することができる。

附　則

この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

附　則　（昭和二七年四月二八日政令第一一六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三一年四月一四日政令第九六号）

この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。

附　則　（昭和三八年九月一三日政令第三二六号）

この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

附　則　（昭和三九年三月三一日政令第八五号）

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四四年一二月一九日政令第三〇八号）

この政令中、第一条から第三条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第四条から第六条までの規定は、同年三月一日から、第七

条の規定は、同年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四六年三月二九日政令第四九号）

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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附　則　（昭和四七年五月一日政令第一四二号）

この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。

附　則　（昭和四八年九月四日政令第二五四号）

１　この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十

八年十月一日）から施行する。

２　改正法附則第二条第三項の規定により道路運送車両法第五十九条の規定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協会に対する提示が

あり、かつ、保安基準に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規検査を申請する者が同法第百二条第一項の規定により納めなけれ

ばならない手数料の額は、改正後の道路運送車両法関係手数料令表第八号の規定にかかわらず、七百円とする。

附　則　（昭和四九年一二月二七日政令第四〇二号）　抄

１　この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年六月二四日政令第一九四号）　抄

１　この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年九月二六日政令第三三二号）

この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。

附　則　（昭和五六年三月二七日政令第五二号）

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年九月二日政令第二四一号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年一一月二四日政令第三三一号）

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十年四月一日）から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二五日政令第六五号）

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成三年六月一八日政令第二一八号）

この政令は、平成三年七月一日から施行する。

附　則　（平成六年三月二四日政令第七八号）

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年一〇月二八日政令第三四〇号）

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（平成六年法律第八十六号）の一部の施行の日（平成七年一月一日）から施行す

る。

附　則　（平成七年四月一二日政令第一八二号）

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（平成六年法律第八十六号）の施行の日（平成七年七月一日）から施行する。

附　則　（平成九年三月一二日政令第二九号）

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一〇月九日政令第三一九号）

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（平成十年法律第七十四号）の施行の日（平成十年十一月二十四日）から施行す

る。

附　則　（平成一二年三月一七日政令第七九号）

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一四年六月七日政令第二〇〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一二月一一日政令第三六九号）

（施行期日）

１　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この政令の施行前に一の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがす

る同一の種類の自動車整備士の技能検定の申請（以下「再申請」という。）に係る手数料の額は、この政令の施行前における再申請の回

数が一回である場合にあっては一回を限り、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては二回を限り、なお従前の例に

よる。

附　則　（平成一六年三月二四日政令第五四号）

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附　則　（平成一六年六月一八日政令第二〇四号）

この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

附　則　（平成一七年五月二〇日政令第一八〇号）

この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に

規定する規定の施行の日（平成十七年五月二十五日）から施行する。

附　則　（平成一七年五月二七日政令第一八七号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律（以下「改正法」

という。）の施行の日（平成十七年十二月二十六日）から施行する。

附　則　（平成一八年三月三一日政令第一二八号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月一七日政令第三一三号）
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この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成十九年十一月十八日）から施行す

る。

附　則　（平成一九年一〇月一七日政令第三一五号）

この政令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律（平成十九年法律第九号）附則第一条ただし書に規

定する規定の施行の日（平成二十年一月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二八日政令第八二号）

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十年十一月四日）から施行する。

附　則　（平成二八年一月二六日政令第二一号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年一月二六日政令第一一号）

（施行期日）

１　この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　継続検査の申請（検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車についてのものであって、道路運送車両法第九十四条の五第九

項の規定による申請書への記載をもって保安基準適合証の提出に代える場合に限る。）をする者に係る手数料の額については、平成三十

一年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の道路運送車両法関係手数料令第一条の表十二の項下欄第一号ロ中「千二百円」と

あるのは、「千百円」とする。

附　則　（令和元年五月二四日政令第一四号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年一二月一三日政令第一八三号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和

元年十二月十六日）から施行する。

附　則　（令和二年一月三一日政令第二一号）

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。

附　則　（令和二年八月五日政令第二三八号）

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第十四号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和二年十

一月二十三日）から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法関係手数料令第一条第二項を削る改正規定、同令第二条第一項の表の改

正規定及び同条を同令第三条とし、同令第一条の次に一条を加える改正規定は、令和三年十月一日から施行する。

附　則　（令和四年一一月二日政令第三三九号）

この政令は、令和五年一月一日から施行する。
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